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亀山市認定こども園条例新旧対照表（附則第５項関係） 

（亀山市立学校設置条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。 

区分 名称 位置 

（略） （略） （略） 

幼稚園 （略） （略） 

亀山市立みずほ台幼稚園 亀山市みずほ台１４番地２９５ 

 

区分 名称 位置 

（略） （略） （略） 

幼稚園 （略） （略） 

亀山市立みずほ台幼稚園 亀山市みずほ台１４番地２９５ 

亀山市立関幼稚園 亀山市関町木崎７８６番地 
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亀山市認定こども園条例新旧対照表（附則第６項関係） 

（亀山市保育所設置条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

（略） （略） 

川崎南保育園 亀山市長明寺町２５０番地２ 

加太保育園 亀山市加太板屋４６２０番地 
 

名称 位置 

（略） （略） 

川崎南保育園 亀山市長明寺町２５０番地２ 

関保育園 亀山市関町木崎７８６番地 

加太保育園 亀山市加太板屋４６２０番地 
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亀山市認定こども園条例新旧対照表（附則第７項関係） 

（亀山市重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（重要な公の施設） （重要な公の施設） 

第２条 法第９６条第１項第１１号の規定に基づき、公の施設のうち、

これを５年以上の独占的な利用をさせようとするときに、議会の議決

を経なければならないものは、次のとおりとする。 

第２条 法第９６条第１項第１１号の規定に基づき、公の施設のうち、

これを５年以上の独占的な利用をさせようとするときに、議会の議決

を経なければならないものは、次のとおりとする。 

（１）～（２４）（略） （１）～（２４）（略） 

 （２５）認定こども園 
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亀山市個人情報保護条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

   ○亀山市個人情報保護条例    ○亀山市個人情報保護条例 

 目次 

第１章  総則(第１条－第５条) 

第２章  個人情報の適正な取扱いの確保(第６条－第１３条) 

第３章  自己情報の開示請求等(第１４条－第２２条) 

第４章  不服申立て(第２３条・第２４条) 

第５章  雑則(第２５条－第２８条) 

 附則 

   第１章  総則 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

（１）個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる

もの（他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別

することができることとなるものを含む。）

（１）個人情報 

をいう。 

個人及び法人その他の団体に関する情報のうち、特定

の個人が識別され、又は識別され得る情報で文書、図画、写真、フィ

ルム、磁気テープ及び磁気ディスクその他これらに類するものに記録

されるもの又は記録されたもの      をいう。 

（２）個人情報の取扱い 個人情報の収集、記録、保管、利用等をいう。 （２）個人情報の取扱い 個人情報の収集、記録、保管、利用等をいう。 

 （３）個人情報ファイル 一定の事務の目的を達成するために体系的に
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構成された個人情報の集合物であって、実施機関が保有しているもの

をいう。 

（３）実施機関 市長（水道事業及び工業用水道事業の管理者の権限を

行う市長並びに消防長を含む。）、教育委員会、監査委員、選挙管理

委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会

をいう。 

（４）実施機関 市長（水道事業及び工業用水道事業の管理者の権限を

行う市長並びに消防長を含む。）、教育委員会、監査委員、選挙管理

委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会

をいう。 

（４）事業者 法人その他の団体（国、地方公共団体その他の公共団体

を除く。）及び事業を営む個人をいう。 

（５）事業者 法人その他の団体（国、地方公共団体その他の公共団体

を除く。）及び事業を営む個人をいう。 

（５）保有個人情報  実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個

人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとし

て、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書（亀山

市情報公開条例（平成１７年亀山市条例第１９号）第２条第２項に規

定する公文書をいう。以下同じ。）に記録されているものに限る。 

（６）個人情報ファイル  保有個人情報を含む情報の集合物であって、

次に掲げるものをいう。 

 ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子

計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したも

の 

 イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏

名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に

検索することができるように体系的に構成したもの 

（７）特定個人情報  行政手続における特定の個人を識別するための番
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号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」

という。）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

（８）保有特定個人情報  実施機関の職員が職務上作成し、又は取得し

た特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するも

のとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書

に記録されているものに限る。 

（９）特定個人情報ファイル  番号法第２条第９項に規定する特定個人

情報ファイルをいう。 

（１０）情報提供等記録  番号法第２３条第１項及び第２項に規定する

記録に記録された特定個人情報をいう。 

（市民の責務） （市民の責務） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

   第２章  個人情報の適正な取扱いの確保 

（個人情報ファイルの届出） （個人情報ファイルの届出） 

第７条 実施機関は、新たに個人情報ファイル（特定個人情報ファイル

を含む。以下この条及び次条において同じ。）

第７条 実施機関は、新たに個人情報ファイル

を作成し、又は取得し

ようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なけれ

ばならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 

           

                     を作成し、又は取得し

ようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なけれ

ばならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 

（１）～（７）（略） （１）～（７）（略） 

２ （略） ２ （７） 

（個人情報ファイルの閲覧） （個人情報ファイルの閲覧） 
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第８条 市長は、前条の規定による届出を受けた個人情報ファイルにつ

いては、当該届出に係る事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に

供するものとする。 

第８条 市長は、前条の規定による届出を受けた個人情報ファイルにつ

いては、当該届出に係る事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に

供するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

（特定個人情報以外の個人情報 （の目的外利用等の制限） 個人情報         の目的外利用等の制限） 

第１１条 実施機関は、個人情報（特定個人情報を除く。以下この条に

おいて同じ。）の取扱いに係る事務の目的の範囲を超えて保有個人情

報

第１１条 実施機関は、個人情報

を利用し、又は外部（実施機関以外のものをいう。以下同じ。）に

提供（以下「目的外利用等」という。）してはならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

                 

       の取扱いに係る事務の目的の範囲を超えて個人情報 

 を利用し、又は外部（実施機関以外のものをいう。以下同じ。）に

提供（以下「目的外利用等」という。）してはならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

（１）～（６）（略） （１）～（６）（略） 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定に基づき、目的外利用等を行うと

きは、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害してはならない。

２ 実施機関は、前項ただし書の規定に基づき、目的外利用等を

  

                              

行った

ときは、速やかにその旨をその本人に通知しなければならない。ただ

し、同項第１号又は第２号に該当するときは、この限りでない。 

 （特定個人情報の目的外利用の制限） 

第１１条の２  実施機関は、特定個人情報の取扱いに係る事務の目的の

範囲を超えて保有特定個人情報を利用してはならない。 

２  前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の

保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人

の同意を得ることが困難であると認めるときは、特定個人情報の取扱

いに係る事務の目的の範囲を超えて保有特定個人情報（情報提供等記

録を除く。以下この条において同じ。）を利用することができる。た
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だし、特定個人情報の取扱いに係る事務の目的の範囲を超えて利用す

ることによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれ

があると認められるときは、この限りでない。 

 （特定個人情報の提供の制限) 

第１１条の３  実施機関は、番号法第１９条各号のいずれかに該当する

場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。 

（個人情報の取扱いに従事する者の義務） （個人情報の取扱いに従事する者の義務） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

   第３章  自己情報の開示請求等 

（開示の請求） （開示の請求） 

第１４条 何人も、実施機関に対し、自己を本人とする保有個人情報（以

下「自己情報」という。）

第１４条 

の開示を請求することができる。 

本人は、実施機関に対し、公文書に記録されている自己情報

の記録の本人に係る部分  の開示を請求することができる。 

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による

代理人（以下「代理人」と総称する。）

２ 未成年者

は、その本人に代わって前項

の規定による請求をすることができる。 

又は成年被後見人の法定代理人            

                  は、その本人に代わって前項

の規定による請求をすることができる。 

（訂正等の請求） （訂正等の請求） 

第１５条 何人も、                       

                      

第１５条 

自己情報の記録に誤

りがあると認めるときは、その実施機関に対し、当該記録の訂正を請

求することができる。 

本人又は当該本人に係る前条第２項に規定する法定代理人

（以下「本人等」という。）は、当該本人に係る自己情報の記録に誤

りがあると認めるときは、その実施機関に対し、当該記録の訂正を請

求することができる。 

２ 何人も ２ 、第６条に規定する一般的制限を超え、又は第１０条に規 本人等は、第６条に規定する一般的制限を超え、又は第１０条に規
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定する収集の制限を超えて自己情報（特定個人情報を除く。） 定する収集の制限を超えて自己情報が収集

されたと認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の記録の削除

を請求することができる。 

             が収

集されたと認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の記録の削

除を請求することができる。 

３ 何人も 、第１１条第１項の規定によらないで自己情報の ３ 目的外利

用等がされていると認めるときは、実施機関に対し、当該目的外利用

等の中止を請求することができる。 

本人等は、第１１条第１項の規定によらないで     目的外利

用等がされていると認めるときは、実施機関に対し、当該目的外利用

等の中止を請求することができる。 

４  何人も、自己を本人とする特定個人情報（情報提供等記録を除く。

以下この項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当すると思料

するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保

有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができ

る。ただし、当該特定個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以

下「利用停止等」という。）に関して法令等の規定により特別の手続

が定められているときは、この限りでない。 

 （１）当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたも

のでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を

超えて保有されているとき、第１１条の２の規定に違反して利用され

ているとき、番号法第２０条の規定に違反して収集され、若しくは保

管されているとき、又は番号法第２８条の規定に違反して作成された

特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の

利用の停止又は消去 

 （２）第１１条の３の規定に違反して提供されているとき 当該特定個

人情報の提供の停止 
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５  前条第２項の規定は、前各項に規定する請求の場合に準用する。 

（開示・訂正等の請求方法） （開示・訂正等の請求方法） 

第１６条 自己情報の開示、自己情報の記録の訂正若しくは削除、目的

外利用等の中止又は利用停止等（以下「開示・訂正等」という。）を

請求しようとする者は、実施機関に対し、本人であること（第１４条

第２項（前条第５項において準用する場合を含む。）の規定による請

求にあっては、その代理人であること）

第１６条 自己情報の開示

を明らかにする書類（以下「証

明書」という。）を提示して、次に掲げる事項を記載した請求書を提

出しなければならない。 

、訂正、削除又は目的外利用等の中止   

              （以下「開示・訂正等」という。）を

請求しようとする者は、実施機関に対し、本人等であること    

                               

                  を明らかにする書類（以下「証

明書」という。）を提示して、次に掲げる事項を記載した請求書を提

出しなければならない。 

（１）～（３）（略） （１）～（３）（略） 

（４）前各号 （４）に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 前３号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

（開示・訂正等の請求に対する決定及び通知） （開示・訂正等の請求に対する決定及び通知） 

第１７条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、その

日から起算して１５日以内（特定個人情報に係る自己情報の開示又は

自己情報の記録の訂正若しくは利用停止等の請求にあっては、当該請

求があった日から３０日以内）

第１７条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、その

日から起算して１５日以内

に、開示・訂正等の請求に応ずるかど

うかの決定をしなければならない。 

                   

                               

             に、開示・訂正等の請求に応ずるかどう

かの決定をしなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により同

項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、請求

のあった日の翌日から起算して６０日を限度として

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により同

項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、

その期間を延長す

ることができる。この場合において、実施機関は、速やかにその延長

の期間及び理由を書面により前条に規定する請求書を提出した者（以

  

                       その期間を延長す

ることができる。この場合において、実施機関は、速やかにその延長

の期間及び理由を書面により前条に規定する請求書を提出した者（以
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下「請求者」という。）に通知しなければならない。 下「請求者」という。）に通知しなければならない。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

（開示・訂正等の実施等   （開示・訂正等の） 実施及び方法） 

第１８条 実施機関は、自己情報の記録の開示をしようとするときは、

前条第３項の規定による通知書に記載した日時及び場所において、当

該自己情報の記録がされている公文書              

                               

     

第１８条 実施機関は、自己情報の記録の開示をしようとするときは、

前条第３項の規定による通知書に記載した日時及び場所において、当

該自己情報の記録がされている公文書

を閲覧に供し、又はその写しを交付することにより当該開

示をするものとする。 

（亀山市情報公開条例（平成１

７年亀山市条例第１９号）第２条第２項に規定する公文書をいう。以

下同じ。）を閲覧に供し、又はその写しを交付することにより当該開

示をするものとする。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

４ 実施機関は、前条第１項の規定により自己情報の記録の訂正、削除、

目的外利用等の中止又は利用停止等をする旨の決定をしたときは、速

やかに当該自己情報の記録の訂正、削除、目的外利用等の中止又は利

用停止等

４ 実施機関は、前条第１項の規定により自己情報の記録の訂正、削除

をしなければならない。 

又

は目的外利用等の中止     をする旨の決定をしたときは、速や

かに当該自己情報の記録の訂正、削除又は目的外利用等の中止   

   をしなければならない。 

５  実施機関は、前項の規定により自己情報の記録（情報提供等記録を

除く。）の訂正又は削除をした場合において、必要があると認めると

きは、当該記録の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知

するものとする。 

６  実施機関は、第４項の規定により情報提供等記録の訂正又は削除を

した場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法

第１９条第７号に規定する情報照会者又は情報提供者（当該訂正又は

削除に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以
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外のものに限る。）に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知する

ものとする。 

（開示をしないものとする自己情報） （開示をしないものとする自己情報） 

第１９条 実施機関は、開示請求に係る自己情報が次の各号のいずれか

に該当するもの（以下「非開示情報」という。）

第１９条 実施機関は、開示請求に係る自己情報が次の各号のいずれか

に該当するものであると認めるとき

は、当該自己情報の記録の開示をしないことができる。 

             であると認めるときは、

当該自己情報の記録の開示をしないことができる。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）本人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するもので、 

     

（２）本人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するもので、

開示することにより、市に係る事務の適正な執行に支障を

生ずるおそれのあるもの 

そ

の本人等に開示することにより、市に係る事務の適正な執行に支障を

生ずるおそれのあるもの 

（３）    （３）開示することにより第三者の利益を害することとなるもの 本人等に開示することにより第三者の利益を害することとなるもの 

（４）（略） （４）（略） 

（５）市又は国等の機関が行う取締り、調査、交渉、争訟その他の事務事

業に関するもので、    

（５）市又は国等の機関が行う取締り、調査、交渉、争訟その他の事務事

業に関するもので、開示することにより当該事務事業の目的

を失わせ、又は円滑な執行に支障を生ずるおそれのあるもの 

本人等に開示することにより当該事務事業の目的

を失わせ、又は円滑な執行に支障を生ずるおそれのあるもの 

（６）国等の機関からの協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得したも

ので、    

（６）国等の機関からの協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得したも

ので、開示することにより、国等との協力関係を害するおそ

れのあるもの 

本人等に開示することにより、国等との協力関係を害するおそ

れのあるもの 

（７）犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体又は財産の保護その他公共の

安全を確保するため、    

（７）犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体又は財産の保護その他公共の

安全を確保するため、開示をしてはならないと認められるも

の 

本人等に開示をしてはならないと認められるも

の 

（８）（略） （８）（略） 
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 （自己情報の存否に関する情報） 

第１９条の２  開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在し

ているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるとき

は、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示

請求を拒否することができる。 

（自己情報の部分開示） （自己情報の部分開示） 

第２０条 実施機関は、開示請求に係る自己情報の記録に関し、第１９

条

第２０条 実施機関は、開示請求に係る自己情報の記録に関し、

各号のいずれかに該当する自己情報と、これ以外の自己情報とが併

せて記録されていると認める場合において、これらの自己情報の記録

に係るそれぞれの部分が容易に分離することができ、かつ、その分離

により当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、

同号のいずれかに該当する自己情報に係る部分を除いて、当該開示請

求に係る自己情報の記録の開示をするものとする。 

前条 

  各号のいずれかに該当する自己情報と、これ以外の自己情報とが

併せて記録されていると認める場合において、これらの自己情報の記

録に係るそれぞれの部分が容易に分離することができ、かつ、その分

離により当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるとき

は、同号のいずれかに該当する自己情報に係る部分を除いて、当該開

示請求に係る自己情報の記録の開示をするものとする。 

（他の制度との調整） （他の制度との調整） 

第２２条 この条例は、法令等に自己情報（特定個人情報を除く。）の 第２２条 この条例は、法令等に開

示・訂正等に係る手続が定められている場合については、これを適用

しない。 

                  

開示・訂正等に係る手続が定められている場合については、これを適

用しない。 

 （略） ２ （略） 

   第４章  不服申立て 

（審査会の設置） （審査会の設置） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

   第５章  雑則 
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亀山市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表（第１条関係） 

改正後 改正前 

別表第１（第２条、第５条関係） 別表第１（第２条、第５条関係） 

証明等関係手数料 証明等関係手数料 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１～３４ （略） （略） （略） 

３５ 行政手続における

特定の個人を識別する

ための番号の利用等に

関する法律（平成２５

年法律第２７号）第７

条第１項に規定する通

知カードの再交付 

通知カードの再交付

手数料 

５００円 

３６ その他の証明手数料  前各項以外の公文

書の証明 

２００円 

 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１～３４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） 

３５ その他の証明手数料  前各項以外の公文

書の証明 

２００円 
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亀山市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表（第２条関係） 

改正後 改正前 

別表第１（第２条、第５条関係） 別表第１（第２条、第５条関係） 

証明等関係手数料 証明等関係手数料 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１～２１ （略） （略） （略） 

２２～３２

 

 （略） （略） （略） 

３３ 行政手続における

特定の個人を識別する

ための番号の利用等に 

個人番号カードの再

交付手数料 

８００円 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１～２１ （略） （略） （略） 

２２ 住民基本台帳法第

３０条の４４第１項の

規定に基づく住民基本

台帳カードの交付 

住民基本台帳カード

交付手数料 

５００円 

２３ 住民基本台帳法施

行令（昭和４２年政令

第２９２号）第３０条

の１７第１項の規定に

基づく住民基本台帳カ

ードの再交付 

住民基本台帳カード

再交付手数料 

５００円 

２４～３４

 

 （略） （略） （略） 
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 関する法律（平成２５

年法律第２７号。以下

「番号法」という。）

第２条第７項に規定す

る個人番号カードの再

交付 

 

３４ 番号法     

          

          

          

          

          

通知カードの再交付

手数料 

第７条第１項に規定す

る通知カードの再交付 

５００円 

３５ （略）  （略） （略） 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

３５ 行政手続における

特定の個人を識別する

ための番号の利用等に

関する法律（平成２５

年法律第２７号   

          

通知カードの再交付

手数料 

）

第７条第１項に規定す

る通知カードの再交付 

５００円 

３６ （略）  （略） （略） 
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亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

負担区の名称 単位負担金額 

 (略)  (略) 

第６負担区 １平方メートル当たり５２０円 
 

負担区の名称 単位負担金額 

 (略)  (略) 
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